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国
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ω

-

一
九
二
四
年
に
成
立
し
た
船
荷
証
券
統

秦

約
は
、
現
在

世
界
の
主

要
海
運
国
の
大
半
を
含
む
三
+
数
ヵ
国
の
採
択
を

う
け
・
文
字
通
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海

鋪

壕

人
の
責
任
と
義
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領
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に
あ
.
て
世
界
法
姦

位
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と

.、
ろ

で
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.」
の
統

一
法

が
世

に
送
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さ
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半
世

紀
・

.、
の
間

に
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法
化

を
図

っ
た
も

の

で
あ

る
。

一
九
七

一
年

海

上
物

品
運

送
法

の
立

法
形

式

は
、

一
九

二

四

年

法

と

同
様

で
あ

り
、

イ
ギ

リ

ス
に
特

有

の
六
力
条

の
規

定

、

お

よ
び

「
附

則

」

(
ω
6
げ
Φ
ユ
¢
一
〇
)
中

に

〃
月
7
Φ

出
帥
αq
器

菊
巳
Φ
ω
器

p
ヨ
①
註

Φ
血

げ
団

窪

Φ

切
三

ω
ω
巴
ω
℃
同
0
8
8

一

一
⑩
①
。。
"

と
題

し
て

お
か
れ

る

一
〇

力
条

の
規

定

と

か
ら
成

る
。

い
ま
、

本
法

に
お

か
れ

る
六

力
条

の
規
定

を
、

そ

の
条
文

タ
イ

ト

ル
か
ら
示

せ
ば
、

修

正

へ
ー
グ

・
ル
ー

ル
の
適
用

(
一
条
)
、
締

約

国
そ

の
他

(
二
条
)
、

規

則

の
適

用

あ

る
契
約

に
堪
航

能
力

の
絶

対
的
担

保

が
黙

示
さ

れ
な

い

(
三
条
)
、
イ
ギ

リ

ス
属

領

に
対
す

る
本
法

の
適

用

そ

の
他

(
四
条
)
、

イ
ギ

リ

ス
属
領

内

の
港

か
ら

の
運
送

に
対
す

る

規

則

の

適

用

拡
張

(
五
条
)
、

お
よ
び
補

遺
規
定

(
六
条

)
、

に
関

す

る
も

の
で
あ

る
。

一
方

、

「
附

則

」
中

の

一
〇

ヵ
条

は
、

す

べ

て
ブ

ラ

ッ
セ

ル
議

定
書

に
忠
実

な
規

定

で
あ

る
。

本

稿

は
、

こ

の
新

し

い
イ
ギ

リ

ス
の
海

上
物

品
運

送
法

の
内
容

を
、
特

に
現

行

の

一
九

二
四
年
法

と

の
関
係

で
、
紹

介

し
よ
う

と
す

る
も

の
で
あ

る
。

た
だ

、
新

法

の
誕
生

後
間

も
な

い
現
時

点

に
お

い
て
は
、
正
式

条
文

以

外

ほ

と

ん
ど
依

る
ぺ
き
資

料

を
も

た

な

い
か
ら
、

こ
こ
で

の
紹
介

は
、

極

く
簡
単

の
も

の
で
し
か
あ

り

え
な

い
。

ま
た
、
薪

法

の

「
附

則

」
中

に

忠
実

に
収

め
ら
れ

た
ブ

ラ

ヅ
セ
ル
議
定

書

自
体

の
詳
細

な
解
説

は
、

本
稿

の
浮
鰭

な
い
と
.、
ろ
で
あ
る
か
ら
、
す

ぺ
て
他

の
研
究
資
料

に
譲

る
.、

と
と
し
、

で
き
る
だ
け
言
及
を
避
け
た
。
以
下
、
本
稿

で
は
、
ω
適
用
範

囲

②
船
荷
証
券
記
載

の
効
力

⑧
出
訴
期
限

ω
責
任

の
制
限

㈲
運

送
人
の
履
行
補
助
者

の
権
利
、

の
各
側
面
か
ら
、
新
法

の
内
容
を
み
て
い

く

こ
と

に
す

る
。

(
1
)

海

上
物

品
運
送

法

(
修

正
)

法
案

は
、

す

で

に
早

く
か
ら
議
会

に
提

出
さ
れ
、

前
政
府

の
末
期
、

す
な

わ
ち

一
九
七
〇
年

五
月

の
議

会

解
散
直

前

に
ほ

ぼ
成

立
寸

前

ま
で

い

っ
た
が
、

上

院

の
最
終

関
門

で
法

案

の
或

る
修

正
条

項

に
対
し
海

運
業

界

の
反
対

が
あ

っ
た
た
め

流

案

と
な

っ
て
い
た
。

こ
れ

が
、

現
政

府

の
下
で
再
び

上
程

さ
れ
、

一
九

七

一
年

四
月

八
日
、

よ
う

や
く
国

王

の
裁

可
を
得

る

こ
と

が
で

き

た

の
で
あ

る
。

(
2
)

船
荷

証
券
条

約

の
改

正
お

よ
び

一
九

六
八
年
ブ

ラ

ッ
セ

ル
議

定

書

に
関
す

る
研
究
資

料

に

は
、

次

の
よ
う
な
も

の
が
あ

る
。

石
井
照

久

「
船

荷

証
券

条
約

の
改

正
」

海

法
会
誌

復
刊

一

一
号

三
頁
以
下
、

小

町
谷
操

三

「
海
事

法

の
急

速

な
国
際
的
統

一
の
傾
向
」

海
事
条

約

の
研

究

二
九
五
頁
、

特

に
三

二
三
頁

以
下
、

鴻

常
夫

「
第

十

二
回
海

事

法
外

交
会

議

の
成

果

に

つ
い

て
」

ジ

ュ
リ

ス
ト
三
八

二
号

一
一
〇

頁
以
下
、

谷
川

久

「
船

荷

証
券
条
約

及
び
海
難

救
助
条

約

の
改

正
」

海
法

会
誌
復
刊

=
二
号

三
頁

以
下
、

高

橋
正
彦

「
へ
ー
グ
規

則

の
改

正
問
題
」

海
事

問
題
研

究

一
七
巻

一
〇
号

一
頁

以
下
、

小
林

友
次

「
一
九

二
四
年
船

荷

証
券
条

約

の
改

正
」

海

運
四
八

八
号

八
四
頁

以

下
、

庄

野

正
則

「
海

事
私
法

統

一
条

約

の
最

近

の
動

向
」

海

運
四

五

三
号

二

二
頁

以
下
。

適

用

範

囲

沿
岸
貿
易

一
九

一
一四
年
海
上
物
品
運
送
法

(
以
下
、
単
に

一
九

二
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四
年
法

.隔前
法
と
β

レ
)は
、
沿
岸
貿
易

(6
。
帥
ω薦

器

琶

を

適

用

の
範
囲
外
と
し
て
い
た
。
本
法
第
四
条

は
、
規
則
第

六
条

〔特
殊
運
送

品

に
関
す
る
特
約

の
許
容
規
定
〕

の
沿
岸
貿
易
に
対
す
る
適
用
修
正
を
定

め
、
「規
則
第
六
条

は
、大
ブ
リ
テ
ソ
ま
た
は
北

ア
イ

ル
ラ
ソ
ド
の
港

よ
り

同
地

の
他

の
港
、
ま
た
は
ア
イ
ル
ラ
ソ
ド
自
由
国

の
港

へ
の
船
舶

に
よ
る

海
上
物
品
運
送

に
関
し
て
は
、
同
条
文

に
い
う
特
殊
運
送
品
が
す
ぺ
て

の

種
類

の
運
送
品
に
関
す

る
も

の
と
し
て
、

か
つ
ま
た
同
条

の
こ
項
但
書

の

規
定
が
削
除
さ
れ
た
も

の
と
し
て
適
用
さ
れ

る
」

と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

イ
ギ
リ
ス
諸
島

の
港
を
目
的

と
す

る
沿
岸
貿
易

の
運
送

に
あ

っ
て
は
、
そ

れ
が
船
荷
証
券
に
従
う
運
送

で
あ

る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
序

に
反

し
な

い
範
囲
内
で
運
送
人
と
荷
主
間

の
船
積

に
関
す

る

一
切

の
特
約

(
た

だ
し
船
舶
の
堪
航
担
保
義
務

の
特
約
は
除
く
)
が
許
容
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

こ
れ

は
、
立
法
当
時

の
イ
ギ
リ
ス
に
あ

っ
て
、
沿
岸
貿
易

の
撒
荷
取
引

の
実
務
が
船
荷
証
券
を
発
行
せ
ず
に
行
な
わ
れ
て
い
た
常
態
と
、
同
国
に

お

い
て
久
し
く
尊
重
を
う
け
て
き
た

「
契
約
自
由
」

の
原
則
に
対
す
る
制

限
を
船
荷
証
券

に
よ

っ
て
証
明
さ
れ
る
運
送
契
約

の
範
囲
に
限
定
す
る
海

上
物
.
叩
運
送
法
の
目
禦

に
照
し
、
特
別
に
、
沿
岸
貿
易
を
譜

藷

か

ら
除
外
し
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
法

の
下
に
お
け

る
沿
岸
貿
易
運

送
は
、

た
と
え
そ
れ
が
船
荷
証
券
に
従

っ
て
行
な
わ
れ
る
も

の
で
あ

っ
て

も
、
本
法

の
適
用
が
な
か

っ
た
。

こ
れ

に
対
し
、

一
九
七

一
年
海
上
物
品
運
送
法

(
以
下
、
単
に

一
九
七

一
年
法

.
新
法
と
い
う
)

は
、
も

は
や

一
九
二
四
年
法
第

四
条

の
よ
う
な

場
所
的
制
限
規
定
を
置
か
な
い
か
ら
、

い
や
し
く
も
船
荷
証
券

に
よ

っ
て

証
明
さ
れ
る
運
送
で
あ
れ
ば
、
沿
岸
貿
易
と

い
え
ど
も
等
し
く
海
上
物
品

運
送
法

の
適
用
を
う
け
る
こ
と
に
な

ろ
う
。

往
航
船
荷
証
券

一
九

二
四
年
法

の
第

一
条

は
、
そ

の
場
所
的
適
用

範
囲
を
定

め
、

「
大
ブ
リ
テ
ソ
ま
た
は
北

ア
イ

ル
ラ
ソ
ド

の
何
れ
か
の
港

よ
り
大
ブ

リ
テ
ソ
ま
た
は
北

ア
イ

ル
ラ
ン
ド

の
内
外
を
問
わ
ず
他

の
港

へ

物
品
を
運
送
す
る
船
舶

に
よ
る
海
上
物
品
運
送

に
関
し
て
は
、
本
法

の
諸

規
定

に
従
う
の
ほ
か
、規
則
が
効
力

を
有
す
る
」
と
す

る
。
し
た
が

っ
て
・

イ
ギ
リ
ス
海
上
物
品
運
送
法

の
適
用

は
、

「往
航
船
荷
証
券

(輸
出
船
荷

証
券
)
」
(2

g

山
a

里
い
)
、
す
な
わ
ち
、

大
ブ

リ
テ
ソ
ま
た
は
北

ア
イ

ル
ラ
ソ
ド

の
諸
港

か
ら
の
物

品
運
送
契
約
を
表
彰
す
る
船
荷
証
券
に
の
み

限
ら
れ
、
大
ブ

リ
テ
ン
ま
た
は
北

ア
イ

ル
ラ
ソ
ド

へ
向
け
て
の
船
荷
証
券

(
復
航
船
荷
証
券

ゴ
o
ヨ
Φ≦
四
a

し⇔
、ピ
)
に
は
及
び
う

る
も

の
で
は
な
い
。

一
九
七

一
年
法
も
、
契
約
当
事
者
間

の
特
約

な
き
限
り
、
な
お
往
航
船

荷

証
券

の
み
を
適
用
対
象

と
し
、
そ

の
点
で
は
、
前
法

の
原
則
か
ら
離
路

す

る
も

の
で
は
な

い
が
、
た
だ
以
下

の
よ
う
に
、
そ

の
適
用
範
囲
は
か
な

り
に
拡
張
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
新
法

の
適
用
範
囲
は
、
従
来

の
よ
う
に

船
積
港
が
英
連
邦

(¢
・
国
)
内

の
港
に
あ
る
船
舶

に
よ

る
海

上

運
送

契

約

に
と
ど
ま
ら
ず

(
譲

逡

条

三
項
)
、
さ

ら
に
、
船
荷
証
券
が
締
約
国

(
O
。
三

『
碧

晋

σq

ω
g
酔
。
)

内

に
お

い
て
発
行

さ
れ

た
場
合
、

ま

た
は
物

品
運
送
が
締
約
国
内

の
港
か
ら

の
も

の
で
あ
る
場
合

の
、
相
異
な
る
=
国

間

の
運
送
潔
鍵

ま
で
、
効
力
が
及

ぶ
.と

に
な

.
た

の
で
あ
る

(附
則

一
〇
条
㈲
∵

㈲
　)。

ま
た
、
以
上
の
よ
う
な
制
定
法

に
基
づ
く
適
用
範
囲

の
拡

張

に
加

え

(291)75
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職i鯛

蓑

勢
馨

蓼

鄭
韓

猪悔
合出、に毒

無
雛

懲
懸
難
縫

紺

て
、
窺

則
ま
た
は
そ
れ

に
効
力
を
与

え
て
い
る
国
内
立
法
が
契
約

に
適

用

さ
れ

る
べ
き
、」
と
を
規
定
す

る
場
倉

、
暴

る
二
国
内

の
藷

に
お

鮒疑
運欝

轟

難
饗
譲

翻

明
さ
れ
る
契
約
に
お
い
て
、
規
則
が
当
該
契
約
を
支
配
す

る
旨
明
規

す
る

厨

の
船
荷
証
糞

よ
び
、
㈲

非
藩

証
券
で
あ

る
旨
が
記
載
さ
れ
た

鑛

証
に
含
ま
れ
る
か
ま
た
は
そ
れ
に
証
明
さ
れ
る
契
約
に
お
い
て
・
規

貝
力
叢

証
が
碧

馨

で
あ
る
が
ご
と
く
当
該
契
約
を
支
配
す
る
旨
明

鋸

馨

の
「切
の
受
取
証
、に
対
し
て
法
律
的
効
力
孝

る
・三

ま
ず
、
塗

物
・
盟

送
法
の
適
用
を
、
規
則

を
叢

す
る
国
内
法
に
よ

り
規
律
さ
れ
る
物
・㎜
運
送
契
約

に
拡
張
を
図
る
薯

の
新
規
定
に
関
し
て

騨羅

鱗

羅

燃懲

い
わ
ゆ

る

「
至
上
約
款
」

(冨

§

・
舞

量

の。
)

の
鷺

・

お
よ
び

噂

「

〈
ぱ
。

慮

発

『
。
α
ロ
。
;

ぎ

ω
・・
ξ

§

・
』

ω¢

〉
・ρ

,。
・.
・。

判
決

に
現
わ

れ

た
よ
う

な
腰

は
抑

き

れ

る

こ
と
に
な

ろ
う
.

轟
藻
懸
饗

灘

撫

繍
稚難
撫
韓
勲
鄭繍灘

傭
船
契
囎

基
づ
い
て
発
行
さ
れ
る
船
荷
証
券
ま
た
は

こ
れ
に
類
似
の
証

券
に
3

て
は
、
そ
の
証
券
蓬

送
人
と
証
券
所
持
人

と
の
関
係
を
規
律

す
る
と
き
か
ら
前
記
の
船
荷
証
券
に
含
ま
れ
る
」

と
定
め
・
そ
の
適
羅

囲
を
、
運
送
契
約
の
証
た
る
船
荷
証
券
ま
た
縫

船
荷
証

券
に
よ
っ
て
表

彰
さ
れ
る
海
上
物
・嬰

契
約
に
限
定
す
る
.
三

」
に
い
嘉

荷
証
券
に

り
い
て
は
、
本
法

お
よ
び
他

の
制
定
法

に
霧

は
な
い
が
そ

れ
が
・古
く

藻
藤
講

0292) 7C・



癬
鱒
麟

(諜

難
　毒

講
隔螺
物

(舞

蕪

難

(
3
)

「
締
約
国
」
に
つ
い
て

は
、
枢
聾

・
ー

;

=
…

)

暇

r
rー
ー

重l

i
ー
ー
ー
ー

詮
ー
奪
ー

}
盲…

}
ー

二
ー
ーー
ー

些
ー

茎
ー
圭
ー
、曇
,垂
セ
ー
-ー

ー
者

ー
ー
ー

"ー

蓄

ー

ー

・颪
垂

尊
き

憲

ー

堪

鐘

繧

薫

・講

魔

ハ藩

素

ー与

も

}
撫
～
・二

撫 瀞 晦 惣 __覗臨 隣 灘 鴨



一鱒一一酬榊+一}

が

こ
れ

を
指

定
す

る

(
本

法
第

二
条

一
項
)
o

(
4
)

ω
o
ゴ
日
一洋
『
o
自

は
、

こ

の
点

の
改

正

の
意

義

を
外
国

運
送

と

イ
ギ

リ

ス
の
仲
裁

と

の
関

係

で
次

の
よ
う

に
説
明

す

る
。

「
い
ま
仮

に
、

オ

ラ

ン
ダ

が
ブ

ラ

ッ
セ

ル
議

定
書

の
批

准
国

で
ブ

ラ
ジ

ル
が
未

批

准
国

で
あ

る

と
仮

定

し
た
場

合

に
、

ア
ム

ス
テ

ル
ダ

ム
か
ら

リ
オ

ま
で

の
運
送

が
ブ

ラ
ジ

ル
法

を
固

有
法

と
す

る
船

荷

証
券

に
従

っ
て

行

な
わ
れ
、
紛
争

が
イ
ギ

リ

ス
の
仲
裁

解
決

に
委
ね

ら
れ

た
る
場
合

、

仲

裁
人

は
、

た
と
え

規
則

が
船

荷
証
券

ま
た

は
運
送
契

約

の
下

で
適

用

さ
れ
な

い
と
し

て
も
、

新

法

の
規
則
第

一
〇
条
㈲

の
下

で
規

則

を

適

用

し
な

け
れ
ば

な

ら
な

い

こ
と

に
な

る
」
。
Ω

一く
o
ζ

.
ω
0
7
ヨ
一
詳
・

ぴ
o
h
い

O
霞

『
冨
σq
Φ
o
h
O
8

房

げ
曳

ω
8

》
9

一
ミ

一
噂
〔
一
Φ
謡

〕
一
.

切
'
い
・
一
8

.

(
5
)

一
九

二
四
年
法

の

第

三
条

は
、

国
内
発

行

の

船

荷

証

券
中

に

「
規
則
」
の
適
用

に
関

す

る
表

示

を
明
規

す

べ
し

と
す

る
。

し

た

が

っ

て
、

イ
ギ

リ

ス
の
船
荷

証
券
中

に
は
例
外

な

く

「
本

証
券

は

イ
ギ
リ

ス
法

に
従

っ
て
有
効

で
あ

る
」

旨

の
約

款

(
至
上

約
款
)

が
挿

入
さ

れ

て

い
る
。

(
6
)

本
件

で
は
、

船

荷

証
券

が

ニ

ュ
ー

フ

ァ

ン
ド

ラ

ン
ド
で
発
行

さ

れ
た
。

同
国

の

一
九

三

二
年

海
上

物

品
運
送

法
第

三
条

(
イ
ギ

リ

ス

法

の
第

三
条

に
同
じ
)

は
、

至
上
約

款

の
挿

入
を
指

示

し

て
い

る
に

も

か
か
わ

ら
ず
、

本
件

の
証
券

に
か

か
る
記
載

が

な
く
、

イ
ギ

リ

ス

法

の
適

用
を
う

け

る
旨

が
明
規

さ
れ

て
い
た
。

2
0
<
口

QQ
o
o
什冨

で

積
荷

の
損
害

賠
償
訴

訟
が
提
起

さ
れ
、

船

主

が
船

荷

証
券
中

の
免

貴

約

款

を

援

用

で

き

る

か

が

争

わ

れ

た
.

枢

密

院

司

法

委

員

会

は
・

至

上

約

款

に
関

す

る
規

定

は

指

示
的

(
α
一「
Φ
O
肝
随く
①
)

な

も

の

で
命

令

的

で

は

な

い

と

し
、

同

約

款

を
欠

く

船

荷

証

券

の
有

効

性

を

認

め

た

上

で
、

イ
ギ

リ

ス
法

に

従

っ

て
解

決

す

ぺ
き

も

の

と
判

決

し

た
。

(
7

)

英

法

の
学

説

は
、

船

荷

証

券

の
機

能

を

運
送

契

約

の

証

拠

た

る

機

能
、

物

品

の

受

領

証

と

し

て

の
機

能
、

お

よ
び

権

利

証

…券

た

る
機

能

の

三

つ

に
分

類

す

る
。

O
げ
〇
二
Φ
ざ

ω
三

や
℃
ぎ

ゆq

ピ
帥
霜

(
①
①
O
)
順

"
」
O
H
・
置

8

℃
翅

奮

.ω
O
母

ユ
9。
鴨

9

0
0
a

。。

σ
唄

ω
窪

(
QQ
①
ユ
)

憶

も
・
幽
O
・

船

荷

証

券

が
権

利

証

券

で

あ

る

と

い
う

こ

と

は
、

そ

の
証

券

の
所

持

イ

コ
ー

ル
物

品

の
法

律

的

占

有

を

意

味

し

、
証

券
所

持

人

は

・

目

的

港

に

お

け

る
物

品

の

引

渡

請

求

権

を

有

す

る

ほ

か
、

運

送

中

は

船

荷

証

券

の

譲

渡

に

よ

り

運

送

品

の
処

分

を

な
す

こ

と

が

で

き

る
。

な

お

、

「
島
0
6
口
『昌
O
⇔
叶
O
h

什一
叶
一〇
」

な

る
文

暫

は

、

一
八

八

九

年

問

屋

法

(
↓
び
①

団
餌
O
什
O
H

》
O
什

一
◎Q
oQ
㊤
)
、

一
八

九

三

年

物

品

売

買

法

(
ω
巴
①

o
h

O
o
o
山
の

>
9

一
Q。
¢
ω
)
、

お

よ

び

カ

ナ
ダ

水

上

物

品

運

送

法

な

ど

の
中

に

み

ら

れ

る
。

(
8

)

同

法

第

一
条

は
、

「
船

荷

証

券

上

の
荷

受

人

お

よ
び

船

荷

証

券

の
譲

受

人

に
訴

権

が

移

転

し

た
場

合

に

は
、

彼

ら

は
当

該

貨

物

に

つ

き

恰

も

彼

ら

と

運

送

人

と

の
間

で
直

接

運

送

契

約

が

締

結

さ

れ

た

と

同

様

の

責

任

関

係

に

服

す

る
」

と

す

る
。

(
9
)

船

荷

証

券

は
、

権

利

証

券

と

し

て
、

取

引

の
慣

習

上

常

に
譲

渡

性

を

有

す

る

(
け
「
鋤
]P
ω
臨
帥
↓
po
げ
一〇
)

も

の

と

さ

れ
、

規

則

第

一
条

㈲

の
文

言

と

の
関

係

で

も

そ

う

し

た
も

の

の

み

に

限

定

さ

れ

る
。

ま

た

78(294}



197ユ年 イ判 噛 上物品運送法の成立

り

み

霧

証
券

の
流
通
証
券
性
に

ウ
い
て
は
、
規
則
笙

喬

の
解
釈

の

関
係
で
は
、
同
第

六
象

歪

の
非
藩

性

の
叢

証
に

本
法

の
適

用
を
企
図
す
る
か
ら
、
厳
楚

流
通
証
券
だ
け
に
限
定

さ
れ

る
と
は

い
、羨

い
。
。
①
『
蚕

。
琶

鋤
。q
①
ξ

の
g

(お
①
血
)
<
g

一
ω・

の
ロ

ゆ

(
01
)

叢

船
荷
証
券
の
有
効
性
を

め
ぐ

つ
て
、

一
九

二
四
年

以
前

の

イ
ギ
リ

ス
判
例
は

混

乱
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、

§

ぎ

.
尋

碧

く
お

。
§

塞

8

ω

(§

と

〉
.
ρ

駐

・

で
は
・

受

取
船
荷
証
券
が

天

六

牽

肇

裁
判
所
法

の
藻

す
る
船
荷
証
券

に
あ
た
る
と
さ
れ
た
反
面
、

ほ
ぼ
同
期

に
出

さ
れ
た

∪
ぎ

。
巳

〉
涛
餌
膏

。
・
<
』

§

σq
8
員

§

)

ω
客

切
.
奏

で
は
・
c
-

F
契
約

に
お
け
る
提
示
証
券

と
し
て
、
叢

船
荷

証
券
が
適
当
な
船

荷
証

券

で
は
な

い
と
判

示
さ

れ

て

い
る
。

(
U
)

叢

船
荷
証
券
に
つ
い
て
の
イ
ず

ス
学
説
を
本
法

と

の
関
係

で
み

る
と
、

船

荷
証
券

と

み
る
見

解

と
類
似
権

利

証
券

に
含

め

る
見

解

と
に
分

か
れ

る
。

カ

み

ア
ぬ

、

本

法
第

三
条

三
項

が
運
送

人

が

「
物

。
叩
を

叢

っ
た
」

後

は
そ
れ

が
船
積

さ
れ

る
と

否
と
に

か
か

わ

ら
ず
、

荷
送

人

は

「
船

荷
証
券
」

の
発
行

を

請
求

で
き

る
と
す

る

か
ら
、

叢

船
荷

証
券

は
本
法

と

の
関
連

で
明
白

に
船

荷

証
券

で
あ

る
と
す

る
。
。
鋤
困
蚕

β

6
量

ω
.
N
舞

ま
た

・
チ

ョ
占

!
も

・

C
-

F
契

約

に
お
け

.。
提

示
証
券

と
し

て
は
叢

船
荷

証
券

が
船

積

船

荷

証
券

で
な

い
と
認

め
な

が
ら
も
、

本
法

と

の
関
連

で
は
・

第

三

条
七
項
が
、
叢

船
荷
証
券

に
運
送
船
名
そ
の
他

の
適

切
な
事
項
が

目写
、
個
数

.
籍

も
し
く
は
重
量
、
お

よ
び
運
送
品

の
外
観
状
態

に
関
す

物
品
を
受
取

っ
た
こ
と

の

一
応

の
証
拠

糀讃

囎
ぞ
磁
ゴ囎
嶽
藁
瑚嚢
騨

基
本
的
な
立
場
に

薮

す
る
.
し
か
し
、
船
荷
証
券
記
婆

言

の
確

定
的

効
力
を
否
認

し
、
単

錘

定
的
釜

努

(す
な
わ
ち
運
送
人

側

の
反
証

が
許
さ
れ
る
)
し
か
認

め
な

い
立
場

は
、
船
荷
証
券
が
委

契
約

当
薯

た
る
荷
送
人

の
手
元
に
留

ま
る
限
り
で
は
さ
ほ
ど

の
不
都
倉

な

い
と
は

い
、兄
、
ひ
と
た
び
そ
れ
が
蓬

に
お
か
れ
、
第

三
者

に
嚢

さ
れ
た
る
場

A
.
に
は
、
証
券
所
持

人
の
地
位

縫

め
て
不
安
定
な
状
態
に
お
か
れ

る
レ」

と

に
な

.。

.

、
」
の
点
、

イ
ギ

リ

ス
判

例

は
、
右

の
船

荷
証
券

記

載

事

項

の
う

ち
、

特

に

「
運

送
品

の
外
観

状

態
」

(巷

や
鴛

Φ
三

。
a

魯

留

血

。
。
暴

圃。
コ
)

の
証
拠
力
ξ

い
て
は
、

善
意

の
証
券
馨

人
に
対
す
る

関
係

で
、

い
わ
ゆ
る
禁
婆

口
の
原
則

(§

量

。
h

①
ω
ξ

①
一)

の

噌
,眉

謂

『凝

」
証
薄

」

雪

ー

ー

ー

ー

メー
ー

レ
三
i
-
},ー

=

L

、
贈

,
,}
、
'

毒

磁

蜘

歓

魯緊

.秘

,ー

釦

郵

参
t

釦

ー

ー

誉
ー
ー

ー

ー
ー

ー
ー

ー

ー

'ー

…
～
ー

三

記
載

さ
れ

れ
ば
船

積
船

荷

証
券

と
譲

さ
れ

る
旨

を
明
記

し

て
い
る

点

を
指
摘

し
、

カ

み

ア
ー
と

同
様

に
前

説

に
立

つ
.

。
葺

ξ

8

・

9

け
二

や

嵩

恥
.

(
12
)

。
弩

Φ
二

や

。
凶
什

こ

£

切
b・
.

(
31
)

ω
。
ぎ

葺

。
盆

β

島
仲

二

℃
・
§

.

二

船
荷
証
券
記
載
の
効
カ

イ
ギ
リ
ス
塗

物
・
叩
運
送
法

の
第

三
条
四
項

は
、
運
送

品

の

主

要

記

る
船
荷
証
券
上
の
記
載
事
項

に
つ
い
て
は
、
運
送
人
が

そ
の
記
藷

り
の

(
箕

§

節
壁

9
①
。
≦
血
8

8

)

79 (295)
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適
用
を
認
め
、
運
送
人
籍

霧

に
外
観
上
良
好
状
態
で
な
い
旨
の
反
証

を
挙
げ
え
な

い
も

の
と
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
英
法
に
お
け

る
船
荷

証
券

の
記
載
文
言
は
こ
の
範
囲
で
、
強

い
証
拠
力
を
有

し
、
証
券
譲
受
人

の
地
位
が
確
保
さ
れ
て

い
る
。

一
九
七

一
年
法

は
、
推
定
的
効
力
を
定

め
る
旧
法

の
原
則
を
留
保
し
な

が
ら
も
、
新

た
に
、
本
法
第

三
条
四
項

の
末
尾
に
但
書
を
追
入
し
、

「
た

だ
し
船
荷
証
券
が

善
意

の

第

=
著

に

移
転
さ
れ

た
と
き
に
は
、

反
証

は

許
容

せ
ら
れ
な

い
」

と
し
た
。

こ
れ

に
よ
り
、

運
送
人
と

善
意

の
船
荷

証
券
譲
受
人
と
の

間

に
お
け
る

証
券
記
載

の

証
拠
力

は
、

そ
の
識
別
記

号
、
物
品

の
数
量
、
外
観
状
態

の
す
べ
て
の
文
言

に
関

し
、
確
定
的
証
拠

(
§

。
互

く
Φ

①
邑

9

8

)

た

る
も

の
と
な

っ
た
。

換

言
す
れ

ば
、
新

法

の
立
場

は
、

「
外
観
上
良
好
状
態
」
に
関
す
る
限

り
、
従
来

の
イ
ギ
リ

ス
判

例

(
望

く
興

く
・
0
8

碧

ω
砕
①
§

鴇

一づ

o
。
」

§

)

の
馳

主

致
を
み
た
わ
け
で
あ
る
。

(
1
)

船

荷

証
券
法

第

三
条

は
、

「
荷

受
人

ま

た
は
有

償
譲
受

人

の
手

中

に
あ

る
貨
物

が
船

積

さ
れ
た

旨
を

表

わ
す
す

べ

て
の

船

荷

証

券

は
、

船
荷

証
券

に
署
名

せ
る
船
長
等

に
対

し

て
は
船

荷
証
券

に
記

載

さ
れ

る
通

り
船

積

さ
れ

た

と
い
う

こ
と

の
確
定
的

証
拠

で
あ

る
」

と

す

る
。

本
条

は
、

署
名

者

(
船

長
、

ブ

ロ
ー
カ

ー
な
ど
)

に
対

す

る

関

係

で
船

積

に
関

す

る
船
荷

証
券

の
記

載

に
確
定
的

効
力

を
認

め
る

規
定

で
あ

る
が
、

船
主

に
対

す

る
関
係

で

は
、

あ
く

ま

で
推
定

的
効

力

を

認

め
た
に
止

ま
り
、

し
た

が

っ
て
船

主

は
、

船

荷

証
券
を
買

っ

た
正
当

な
譲

受
人

に
対

し

て
表

示

の
誤

り
を
立
証
す

る
こ
と
が

で
き

る
。

大

橋

光

雄

.
海

上

物

品

運

送

法

論

七

三
、

七

六

頁
。

。
磐

Φ
「
噌

O
も

・

6
詳

こ

ω
・
刈
P

O

げ
O
円
H
⑦
団
"

O
℃

.

O
潔

二

娼
・

一
①
刈
血

(
2
)

。。
ぎ

;

。
6
§

ω
§

ヨ
ω
9

。
ρ
(
壽

。
)

一

客

し。
●

農

・

本

件

で
は
、

汽
船

A

号
が
上
海

で
積
取

っ
た
冷
凍

卵

の
缶

詰

一
霜

が
、

揚
地

・
ン
ド

ン
で
荷
揚

中

に
損

害
を
生

じ
た
。

船

荷
証
券

は

、
外

観

上

良

好

状

態

で

船

積

さ

れ

た

旨

記

載

さ

れ

、
ま

た
、

。
。
σq
塁

が
適
用

さ
れ

る

.と

に
な

っ
て
い
た
。

同
法

の
第

四
条

二
項

に
よ
れ

ば

、
船

主

は
包
装

の
不
完

全

か
ら
生
ず

る
滅
失

・
損
傷

に
対
し
責

任
が

な

く
、

ま
た
船

荷
証

券

に
は
、

"
享

Φ

建

。
三

轟

§

蔓

8

げ
Φ

血
①
Φ
ヨ

①
ユ

。。
鼠

h
一8

昌
二
団

づ
鋤
良

o
匹
:
・噂

谷
)
賃
昌
箕

9

①
2

8

℃
一。
o
①
ω
〃

と
規

定

さ

れ

て

い

た
。

控

訴

院

は
、

「
船

主

は
貨

物

が
良

好

状

態

で
船

積

さ

れ

た

と

の

船

荷

証

券

を

交

付

し

た

の

で
あ

る

か

ら

正

当

な

検

査

に

よ

っ
て
発

見

で

き

た

は

ず

の
船

積

前

に

お

け

る
損

害

を
反
言
す

る
.と

は
で
き

な

い
」

旨

判
示

し
、

ま
た
、

船

主

の
主
張

す

る
船

積
前

の
切
込

損

害

と
荷

造

の
不
完

全

の
理
由

を
斥
け

て
、

船

主

に
対

し

て
損

害

の
六
割

に
当

る
賠

償
責
任

を
判
決

し
た
。

三

出

訴

期

限

英
法
上
、
墾

、賠
償
に
関
す
る
訴
蔭

、
財
産
に
対
す
る
不
法
行
為
訴

訟
お
よ
び
単
純
粛

に
基
づ
く
訴
訟
と
も
、
六
年
の
翻

内
に
提
起
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
運
送
品

の
滅
失

・
損
傷

に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求

も
ま
た
こ
の
例
外
で
は
な
く
、
特

に
船
荷
証
券
な

い
し
傭
船
契
約
書
上

こ

80C296)



1971年 イ判 噛 上物品運送法の成立

れ
と
反
対

の
定

蒙

あ
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
六
年

2

般

原
則
に
従
う

も

の
山
警

れ

て
い
る
.
し
か
し
な
が
ら
、迅
速
結

了
を
本
旨
と
す
る
叢

引

の
場
A
口
に
は
、
訴
訟
提
起

に
関
し
て

も
で
き

る
だ
け
速
や
か
に
こ
れ
を

予
測

.
建

し
う

る
.、
と
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
各
種

の
商
事
契
約

に
は

い
ず
れ
も
短
期

の
出
訴
期
限
が
特
約
さ
れ

る
の
が
常
態
で
あ
る
・
こ
の
点
、

垂

物
.贈
運
送
契
約

の
実
楚

お
い
て
も
、
運
送
人
は
・

し
ば
し
ば
給

の
到
着
後
な

い
し
運
送
・叩
の
裂

後

一
ヵ
月
内
に
請
求

な
き
か
ぎ
り
運
送

難
購
総

と
き

は
消
滅
す

る
」

と
す
る
。

た
だ

こ
の

奪

の
出
訴
期
限

に
対

し

て

纏
鱗
辮

の
提
起
に
不
当
な
遅
漿

な

い
限
-
、
荷
送
人

の
要
求
す

る
と
こ
ろ
に
従

渤藩

羅
錘

濤

鑓
籍
灘

疲

に
婆

.
墾

、
の
意
味
を
、
物
理
的
姦

害

の
ほ
か
遅
延
損
害
を
も

含
む
べ
き
も
の
と
解
し
て
い
る
か
ら
、
特

に
内
容

的
塗

更
は
な

い
・

熱

出
訴
期
間
を
さ
ら
に
+

ニ
ヵ
月
延
長
す
る
こ
と
が
で

き

る
・

と

す

難
撫
難
翻辮

あ辱

舞
鍵

鰭

譲

膝

周歳～縦繋

の

奉

の
期
間
が
訴
訟
原
因
笙

以
後
の
当
薯

の
合
意

(
合
意
の
方
式

旛

)「舞

墾

矯

難

嫉鞭

肌伽　雛

蔭

た
は
引
渡
さ
る
べ
き
時
か
皇

年
以
内
に
訴
が
提
起
さ
れ
な
い
限
り

し
カ
な
る
場
倉

も
物

・ξ

い
て
2

切

の
責
任
を
免
除
さ
れ
る
・
た

だ
し
.」
の
期
間
は
、
訴
訟
原
因
発

生
後
当
事
者

が
合
意
す
れ
ば
延
長
す
る

穣
蘇
叢
霧
繕
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次

に
、

一
九
七

一
年
法
は
、
附
則
第

三
条

六
項

の
後

に
、
第

六
項
の
二

を
新
設

し
、

「第

三
者

に
対
す
る
補
償
請
求

の
訴
訟
は
、
事
件
を
取

り
扱

う
裁
判
所
の
法
律

に
よ
り
許
容
さ
れ
た
期
間
内

で
あ
れ
ぽ
、
前
項

に
定

め

た

一
年

の
経
過
後
と
い
え
ど
も
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
許
容

期
間
は
償
還
請
求
の
訴
を
提
起
し
た
者
が
請
求
を
示
談
解
決
す
る
か
、
ま

た
は
訴
訟
手
続
開
始
の
通
告
を
う
け
た
日
よ
り
三
ヵ
月
を
下
ら
な

い
も

の

と
す
る
」
と
定
め
る
。
本
規
定

の
意
義

は
、

た
と
え
ぽ
、

い
わ
ゆ
る
通
し

運
送
の
場
合

に
お
い
て
第

二
次
運
送
人

の
負
担
す
べ
き
損
害
に

つ
き
支
払

を
な
し
た
第

一
次
運
送
人
が
行
な
う
償
還
請
求
や
、
再
運
送
契
約

に
お
け

る
再
運
送
人
と
主
た
る
運
送
人
間

の
内
部
求
償
、
あ
る
い
は
荷
役
業
者
の

不
当
積
付
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
使
用
者
で
あ
る
運
送
人
が
荷
役
契
約

に

基
づ

い
て
な
す
償
還
請
求
、
な
ど
の
場
合

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

た

だ
、
英
法
の
場
合
、
そ
う
し
た
第
二
次
的
請
求
に
関
し
て
は
、

一
年

の
出

訴
期
限
が
決

し
て
強
制
的
な
も

の
で
は
な

い
た
め
、
こ
の
新
規
定
の
意
味

(
4
)

は

ほ

と

ん
ど

な

い
と

い

っ
て

い

い
。

(
1
)

一
九
三
六
年
出
訴

期
限

法
(
↓
ず
Φ

ピ
一ヨ
一け
m
仲
一〇
ロ

↓
一ヨ
①

>
6
け

一
㊤
ω
①
)
第

二
条

一
項
㈲

。
出
訴
期

限

の
六
年
は

一
般

原
則

で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、
出
訴
期

限

に

つ
い
て
当
事

者

の
特
約

あ

る
場
合

、
ま
た

は
制
定
法

が
別

に
出
訴
期

限

を
定

め

る
場
合

に

つ
い
て
は

こ
の
限

り

で
な

い
。

制
定
法

に

よ
る
出
訴

期
限

の

一
例

と
し

て
は
、

捺
印
契
約

に
基

づ
く
訴

訟

の
十

二
年

(出

訴
期
限

法
第

二
条

)
、
ネ
グ

リ
ジ

ェ
ン

ス

.
ニ

ュ
ー
サ

ン

ス
等

に

よ
る
身

体
傷
害

の
三
年

(
一
九

五
四
年

出

訴

期

限

改

正
法

第

二
条

一
項
)
、

事

故

死

の
三
年

(
一
九

五

四
年

改

正

法

第

三

条

)
、

な
ど

が

あ

る
。

(
2
)

裁

判

所

も

、

こ

の
種

の
特

約

を

有

効

な

も

の

と
解

し

て

い
た
。

指

導

判

例

と

し

て
は

、
】≦
o
o
器

<
●
寓
o
轟

一ω
(
一
Q。
蕊

)
一

》
・
O
.
ω
一
Q。
.

本

件

は

、
紅

茶

の

運

送

が

準

拠

し

た

船

荷

証

券

中

の
「
乞
o

O
"
ヨ
国

αq
Φ

}

鴛

8

ロ

げ
Φ

言

。。
口
器

山

餌
αq
p。
凶
ロ
誓

毛
≡

σ
①

弓
巴
q

h
9

噛
昌
o
「

甫
一一一
90
昌
嘱

o
一
巴
∋

≦
ゴ
讐

Φ
<
①
H

σ
①
四
血
∋
圃茸

Φ
O

口
三

①
oo
ω
ヨ
曽
O
①

σ
①
h
o
「
o

汁
ゴ
①

σq
O
O
O
o。

曽

①

『
⑦
∋
O
<
Φ
二
」

な

る
約

款

が
有

効

と

判

示

さ

れ

た

事

件

で
あ

る
。

(
3
)

一
年

以

内

と

い
う

提

訴

期

間

は

、

荷

主

に

と

っ
て

は

と

か

く

訴

訟

提

起

に

関

し

て
決

断

を

な

し

え

ぬ

ま

ま

に
許

容

期

間

を
迎

え

が

ち

で

あ

り
、

ま

た
、

保

険

者

に

と

っ
て
も

提

訴

に

必

要

な
書

類

が
期

限

内

に

入
手

し

え

な

い

た

め

に
、

運

送

人

が
期

間

延

長

に
合

意

し

な

い

場

合

に
提

訴

の

チ

ャ

ン

ス
を

逸

す

る

こ

と
も

あ

っ

て
、

そ

の
延

長

が

望

ま

れ

て

い

た
。

(
4
)

男

い

旨

O
巴

蓄

ま

号

H
婦

∩
。
O
。。
〉

δ
葺

竃
。
9

ヨ

ピ
四
≦

幻

o
〈
冨

≦

<
o
ド

ω
9

戸

刈
O

。

お

よ

び

ロ
o
仲
①
(
一
刈
)
.

四

責
任
の
制
限

一
九
七

一
年
法

の
重
要
な
改
正
点

は
、
種
類

・
価
額

の
通
告
な
き
物
品

に
対
す
る
運
送
人
の
損
害
賠
償
責
任

の
制
限
に
つ
い
て
定

め
る
附
則
第
四

条
五
項

に
関
す

る
も
の
で
あ

る
。

ま
ず
第

一
は
、
責
任
限
度
額

の
規
定
で
あ
る
。

一
九

二
四
年
法

は
、

一
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包
装
ま
童

単
位
当
り
の
運
送
人
の
建

屡

墾

。
○
ポ
ソ
ド
と

定
め
て
い
た
.
た
だ
.」
の
金
額
は
、
特

に
第

二
癸

戦
後

の
商
品
価
値

の

曇

彰

ソ暴

鯵
藤

札糞

諜

雛

轄

欝

躊
鞭
鯉
↓鎌
繧

限
度
額

は
二
・
・
ポ
ソ
ド

の
金
額

ま
で
増
額

さ
れ
て

い
(犯

こ
れ
に
対

し

一
九
主

年
法

は
、
麺

に
貨
篇

値
変
動

の
影
響

を
排
す
る
金

フ
ラ
ソ

(ボ

ア
ン
カ

レ
フ
.フ
ン
)
を
べ
玄

と
す
る
と

と
も
に
・
責
任
制
限
金
額

鯨
灘

鶴
耀
酌難

鵜

綿謹

.罐

。

フ
一フ
ソ
に
相
当
す
る
金
額
、
ま
た
は
葵

も
し

く
は
穆

し
た
物
品

の

戯

総
重
量

の

一
キ

・
グ
一フ
ム
当
り
三
・

フ
ラ
ソ
に
相
当
す
る
金
額

の
い
ず

灘
灘

竺

h
『
.
豊

曇

三
じ

の
解
釈
を
め
ぐ
る
複
雑
な
腰

が
起
ら
な
い

こ
と
も

あ

っ
て
へ
現
在

ま

で
、

イ
ギ
リ

ス
の
法

廷

は

コ
ソ
テ
ナ
貨
物

と
責

任
制
限
単
位

の
紛
争
を
ま

っ
た
く
経
験
し
て
い
麓

・

と
.ミ

新
法
は
、

い
よ
い
よ
本
格
化
す

る

コ
ソ
テ
ナ
輸
送
時
代
に
備

、耽
、
歌

の
よ
う
な
巧
妙
な
方
式
で
責

任
制
器

適
用

の
基
準
を
決
定
し
て

鰹

鍵

磁
磐
影

鱗
貌蒲

黎

場
合
に
は
、
そ
の
中
・繭
の
個

々
窺

則
に
い

う
包
装
ま
た
箪

位
と
覆

欝
縁
譲
鋸

舗耀
蓼

喩強

隷

鯵

蒙

臨

難

難
讐

包
装
ま
た
は
単
位
と
看
倣
簑

新
法

は
第

三
に
、
運
送
人
に
よ
書

任
制
限
が
・

覆

害
を
生
じ
さ
せ

る
意
図
を
も

っ
て
、
ま
た
は
餐

に
か

つ
馨

発
生

の
お
そ
れ
が
あ
登

」

難
縫
饗

法

の
下
に
お
け
る
海
上
運
送
人
は
、
そ

の
運
送
霧

の
履
行
上
の
重
大
な
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過
失

に
起
因
し
た
運
送
品
の
損
害

に

つ
い
て
は
そ
の
全
額

に
対
し
賠
償

の

責

に
任
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

た
だ
、
こ
の
点

、認
識

(閃
口
O
♂<
一①
O
}四
①
)

と
い
う
要
素
が
差
し
込
ま
れ
た
注
意
義
務

の
内
容
を

い
か
に
決
定
す
ぺ
き

か
は
、
英
法
上
決

し
て
容
易
な
問
題

で
は
な

い
か
ら
、
将
来
、
イ
ギ
リ

ス

の
裁
判
所
が

こ
れ
を
ど
う
解
釈
す

る
か
大

い
に
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
な

お
、
通
告
価
額

の
証
拠
力
、
法
定
責
任
最
高
限
度
額
以
上
の
制
限

額

の
特
約
許
容
、

お
よ
び
運
送
品

に
関
す
る
虚
偽
通
告
に
関

し
て
定

め
る

第
四
条
五
項
の
ω
号

・
㈲
　号

お
よ
び
㈲
号

は
、
従
前
か
ら
の

条

項

で

あ

る
。(

1
)

金
約
款

協
定
第

二
条

は

「
ク

レ
ー

ム

(
訴
訟
上

の
も

の
と
否
と

を
問
わ
ず
)

に
関
す

る
船
主

の
責
任

は
、

当

該
運
送
契
約

に
適
用

の

あ

る
法

に
お

い
て
異

っ
た
金
額

が
規
定

さ
れ

て

い
て
も

(
運
送

品

の

性
質

お

よ
び
価

額
が
船

積
前

に
荷
送
人

に

よ

っ
て
通
告

さ
れ
、

か

つ

そ

れ
が

船
荷
証
券

面

に
記

載

さ
れ

て
い
な

い
限

り
)
、

一
包
装

ま
た

は

一
単
位

当

り

二
〇
〇

ポ

ン
ド

に
制

限

さ
れ

る
も

の
と
す

る
」

と
す

る
。

(
2
)

一
フ
ラ
ン
は
純

度
千

分

の
九

百

の
金
六

五

・
五

ミ
リ
グ

ラ
ム
よ

り
な

る

一
単

位
を

い
う

(
附
則

第

四
条

五
項
㈹

号
)
。

ま
た
、

英
貨

の
換

算

は
、

適

宜

に

馨
碧

暮

9

鴫

ぎ

。。
賃
ロ
ヨ
①
三

に
よ

っ
て
指
定

さ
れ

る

(
本

法
第

一
条

五
項
)
。

(
3
)

イ
ギ

リ

ス
の
船
主

と
荷
主
間

に
は
、

「
包
装
」

に

つ
い
て
、

そ

れ
が
箱
、

カ
ー
ト

ン
、

束

ま
た
は

パ
ー

セ

ル
な
ど

運
送

の
た

め
物

品

を

容

れ

る

も

の

を

い
う

、

と

い
う

共

通

の
理

解

が

で

き

て

い

る

よ
う

で
あ

る
。

「
包

装
」

概

念

を

取

り
扱

つ
た
イ

ギ

リ

ス
判

例

は

極

め

て
少

な

い
。

代

表

的

判

例

を

示

せ
ば

、

物

品

を

収

め
た

鉄

道

貨

車

(
『
巴

一≦

帥
同

≦
⇔
領
o
コ
)

が

〃
包

装

"

と

さ

れ

た
事

件

(
≦
7
鉱
辞
①

〈
・

ピ
曽
ロ
o
ω

帥
ロ
ユ

磯
g

冒

開
ざ

一
Q◎
謹

帽

ピ
・
即

㊤
両
×
●
①
刈
)
、

未

梱

包

の

モ
ー

タ

ー
機

械

が

〃
包

装
"

で

な

い

と

さ

れ

た

事

件

(ω
ε

9

冨

ぎ

「

く
■
O
ゴ
巴

8

コ

も。
・ω
.
O
o
こ

一
㊤
ω
。。
」

内
・
中

&

Φ
)

な

ど

が

あ

る
。

カ

ー
ヴ

プ
ー

は
、

こ
れ

ら
は

い
ず

れ

も

〃
単

位
"

と

考

、凡
る

こ

と
も

で

き

る

と

す

る
。

O
印
H
<
①
び

o
℃

・9
叶
こ

の
.

らQ
O
ド

昌
9

①
(お

)
.

(
4

)

ω
o
ず
∋
一
再
ゴ
o
頃

は
、

本

条

を

次

の
よ

う

に
註

解

す

る

。
「
た

と

え

ば
、

船

荷

証

券

が

〃
コ

ン

テ

ナ

一
個

は
雑

貨

を
含

む
"

と
表

示

す

る
場

合

に

は

コ

ン

テ

ナ

自

体

が

包

装

ま

た
は

単

位

と

な

り
、

コ

ン

テ

ナ

に
収

め

ら

れ

た
物

品

の
個

々
が

記

載

さ
れ

る
場

合

に

は
そ

れ

ら

の

各

物

品

が

各

包

装

ま

た

は
単

位

と

な

る
。

ま

た
、

船

荷

証

券

が
特

に

コ

ン

テ

ナ

内

の

二
、

三

の
物

品

の

み

を

記
載

し
、

そ

の
他

の
中

品

を

記

載

し

な

い
場

合

に

は
、

個

々

に

記

載

さ
れ

た

品

目

は

最
高

責

任

制

限

額

の
各

包

装

で

あ

り

、

コ

ン

テ

ナ
中

品

の
残

部

は
重

量

方

式

で
制

限

さ

れ

る
」
。

の
o
ず
ヨ
搾
夢

o
頃
、
国
×
娼
o
詳

↓
村
p
匹
o

・
(窃
㊦
O
)
娼
・ω
b」
一
・

(
5
)

}
九

六

一
年

航
空

運
送

法

附

則

第

二
五
条

、

一
九

六

五
年

道

路

物

品
運

送

法

附

則

第

二
九

条

一
項
。

前

法

は

一
九

五

五

年

の

い

わ
ゆ

る

ハ
ー
グ

改

正

法

を

採

用

し

た

国

内

法

で
あ

り
、

後

法

は

一
九

五

六

年

の

い
わ

ゆ

る

ジ

ェ
ノ

ア
条

約

を

採

用

し

た

国

内

法

で
あ

る
。

84(300)



」

五

運
送
人
の
履
行
醗

者
の
権
利

充

圭

年
法
の
最
も
注
目
す
べ
き
改
正
は
、
次
の

よ
う
窺

定
す
る

附
則
第
四
条
の
二
に
あ
る
.
「ω

窺

則
に
定
め
ら
れ
た
抗
弁

事
由
及
び

責
任
制
限

は
、
訴
訟
が
契
約

に
基
づ

く
と
不
法
行
為
に
基
づ
く
と
を
問
わ

ず
、
蓮

送
契
麹

よ
る
物

・㎝
の
葵

ま
た
は
損
害
に
関

し
運
送
人
に
対
し

て
な
さ
れ
空

切

の
訴
訟

に
適
用
さ
れ
る
.
②

か
か

る
訴
訟
が

運
送
人

の
使
用
人
ま
た
は
代
理
人

(
か
か
る
使
用
人

ま
た
は
代
理
人
は
独
立
の
契

約
者
で
は
な
い
も

の
)

に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
場
倉

は
・
か
か
る
使
用

人
ま
た
は
代
理
人
は
、
運
送
人
が
窺

則
塞

つ

い
て
援
用

し
う
る
抗
弁

瘤

お
よ
び
責
任
制
限
を
援
用
す
る
こ
と
が

で
き

る
・
㈲

運
送
人
及
び

カ
カ
る
使
用
人
並
び
に
代
理
か
ら
支
払
わ
る
べ
き
金
額

の
総
計

は
・
本
規

徽

鐘
響

諜

勤
熱
幽を警

暴
肋

灘

無
諜

に
、
か

っ
墾

、発
生
の
お
そ
れ
あ
る
こ
と
を
智

な
が
ら
芒

た
作

簿

齢

雑
雛
縷
雛

齢繍
霧

総

上

で
き

な

い
」
。

葡

ま
ず
第

項

は
、
運
送
人
に
対
し
て
損
害
賠
警

任

の
訴
を
提
起
す
る

判

荷
主
が
、
そ

の
訴
因
を
過
失
そ
の
他

の
不
法
行
為

(葺

)
に
求
め
る
こ

蜘難

講

欝
羅

噛籍

当
事
者

の
意
思
と
認
め
が
た
い
と
し
て
消
極
的
繰

釈
し
て
お
り
・
ま
た

海
上

物
.輩

送
法
の
妾

趣
旨
に
違
反
す
る
と
も
蟹

れ
て
き
た
か
ら
・

本
項
に
特
別
新

し
い
意
味

は
な

い
。

.、
れ
に
対

し
、
運
送
人
自
身
が
享
受

し
う
る
免
責

・
責
任
制
限
等

の
利

益

を
運

送
人

の
使
用

人

(ω
㊦
『
〈
螢
口
仲
)

お
よ
び
代
理
人

(餐

件
)

に
対

し
旨
も
拡
張
す
る
第

二
項
の
規
定

は
、

も

っ
と
も
重
要
な
改

正

点

で

あ

髭

難

需
騨
藷

舞
鋤藷
鞭

象

と
し
た
規
定
で
あ
り
、し
奈

っ
て
・そ
の
瑠

露

は
・

そ
れ
以
外
に

海
上
運
送
契
約

の
履
行
に
携
わ
る
甥

者

(船
長

・
資

ス
テ
ベ

・
水

先
人

(.傭

主
.艀
舟
業
者
な
ど
)
に
は
及
ぼ
な

い
規
定
で
あ
る
と
蟹

れ

て
い
る
.
か

つ
て
英
法
に
黛

て
は
、
一
九
二
四
年

の
上
院
判
餐

量

。
.
ヨ
b
口
、
什①
・
<

・
N
。
。
搾
・
邑

を
発

端

と
し

て
、
履

行
補
助
言

身

の
独

謬
籍
灘
繕

灘
雛

鰹
叢
響

に
凋
落
し
た
.
そ
し
て
、」
の
判
決
以
降
、
本
苗

の
海
上
物
品
運
送
契
約

紡

漉聰 鞭 鞭__　 噺 一 鞭 鋤__一



へ
の
拡
張

と
規

則

に

い
う
最

高
責

任
限
度
額

の
実
際

的
引

上
げ

を
防

衛
す

る
た

め
、
船

荷
証
券

の
実

務

に
お

い
て

い
わ
ゆ

る

震

ヨ
四
鎚

巻

。
一霊

ω
①

(
な

い
し

》
巳
①
「

<
.
U
冥
。
口

6
訂
¢
。。
①
)

を
挿

入
す

る
方
法

が
慣
行
化

し

た

こ
と

は
周

知

の
と

こ
ろ
で
あ

る
。

一
九
七

一
年

法

は
、

右

の
よ
う

に
、

運
送
人

の
履
行
補

助
者

の
う

ち
、

「
使
用

人
」

お
よ
び

「
代

理
人
」

に
対

す

る
法

の
適
用

を
明
規

し
、

こ
れ

ま

で
、
海

上
運
送

の
現

代
実
務

に
適
合

し
な

い
と
し

て
常

に
批
判

を
浴

び

な
が

ら
も
、

イ
ギ

リ

ス
判
例
法

が
な

お

o
<
①
貫

巳
㊦

で

き

な

か

っ

た

マ
ぞ
一蔓

9

8

暮

茜

9

の
原
則

を
、
立
法

的

に
排

除

し
た
。

し
た
が

っ

て
ま
た
、

ヒ

マ
ラ
ヤ

・
ク

ロ
ー
ズ

の
意
義
も

そ

の
限

り

で
ま

っ
た
く
失

な

わ
れ

た
。
な

お
、
本
項

と
同
趣
旨

の
規

定

は
、
す

で

に

一
九
五

八
年
商

船

(
5

)

法

(竃

①
『
o
ゴ
餌
葺

ω
げ
首

讐
コ
αq

>
o
叶
一
Φ
切
Q◎
)

の
第

三
条

二
項

、

お
よ
び

一
九

六

一
年
航

空
運
送
法
附

則
第

二
五

A
条

の
各
規

定

に
み
る

こ
と
が

で

き

る
。

ま
た
第

二
項

に
関

し

て
は
、
履

行
補
助
者

の
範
囲

か
ら
、
特

に

い
わ
ゆ

る

「
独

立
契
約
老

」

(ヨ

ユ
①
も
9

匹
〇
三

6
0
コ
貫
霧

↓
。
『
)

が
除
外

さ
れ

て

い
る
点

も
注

目

さ
れ

る
。

こ
こ
に

い
う
独

立
契
約

者

と
し

て
問
題

に
な

る

の
は
、
主

に
荷

役
業

者

(
ス
テ
ベ
)

や
船

舶
修
繕

業
者
等

で

あ

ろ

う

が
、

す
で

に
荷
役
業
者

と

の
関
係

で
は
、

一
九

六

二

年

の

ヌ
置
訂
巳

(
6
)

ω
一一一8

コ

ピ
巳

く
.
ω
。
霊

零
o
量

一

≧

一
国
・
幻
.
一

判

決

お

よ
び

最

近

の

曵
o
同
評

勺
8

血
口
9

。。
℃
け
く

U
巳

く
.
O
=
6
ゴ
ユ
o。
吋

ぐ
『
彗

酔
ロ
ロ
ロ

ω
£。
ロ
飢
㊦
房

o
コ

勺
畠

ピ
巳

(
一
〇
刈
O
)
噛
N
ピ
一
噛
即
①
Ψ

一
一
℃
●
O

判

決

が

、

イ

ギ

リ

ス
契

約

怯

に

い
う

℃
ユ
く
置
図

O
h

8

暮

H
餌
'6梓

の
怯

測

(
契

約

の
当

事

者

の

み

が

契

約

に
基

づ

い
て
訴

え

る
こ
と
が

で
き

る
と
い
う
法
則
)
を
固
持

し
、
荷

役
業
者
に
よ
る
海
蛎

遇

送
法
お
よ
び
船
荷
証
券
約
款
の
責
任
制
限
の

援
用

を
否
定

し

て
お

り
、

そ

の
点

で

は
、
新
法

に
よ
る
実
質

的
改

正
は
な

い
。

た
だ

し
か

し
、
英
法

上

〃
ぎ

ユ
Φ
b
Φ
コ
血
Φ
茸

8

馨

「
p・
9
0
層
〃

な

る
概

念
は
多
少
不
明
確
で
鱒

、
特
に
運
送
人
の

"
馨

π

と
の
関
係
で
困

難
な
問
題
が
あ
る
ほ
か
、
運
送
人
と
独
立
関
係
に
立
た
な
い
荷
役
業
者

の

地
位

や
、
船
荷
証
券
約
款
中

に
荷
役
業
者
等
が
制
定
法
上
の
利
益
を
援
用

、

(
9

)

で
き

る
旨
特
約
さ
れ
た
場
合

の
解
釈

に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
今
後
の
イ
ギ

リ
ス
裁
判
所
の
判
断

に
倹

た
ね
ば
な
ら
な

い
。

こ
の
ほ
か
、
第

三
項
は
、
前
第

二
項

の
趣
旨
が
没
却
さ
れ
な
い
配
慮
と

し
て
お
か
れ
た
規
定
で
あ
り
、
ま
た
、
第
四
項
は
、
第

二
項
の
適
用
を
無

制
限

に
許
さ
な

い
趣
旨

か
ら
の
規
定
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
、

一
九
六

一
年

航
空
運
送
法
附
則
第

二
五
A
条

一
項

・
二
項
お
よ
び

一
九
六
五
年
道
路
物

(
10

)

品
運
送
法
第
二
九
条

二
項
と
同
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
。

(
1
)

こ
の
点

は
、

イ
ギ
リ

ス
の
み
な

ら
ず
、

ア
メ
リ
カ
、

ド

イ

ッ
な

ど
各

国

の
海
上
物

品
運
送
法

の
解
釈

の
上

で
も

一
致
を

み
て
い
る
。

た
だ

フ
ラ

ン

ス
は
、

一
九

六
六
年

の
新
海
上
物

品
運
送
法

で
、

荷
役

業

者

に
関

し

て
は
運
送
人

と
同
様

の
制
定
法
上

の
利

益
を
享

受

し
う

る
旨

を
明
定
し

て

い
る

(
同
法
第

五
三
条

二
項
)
。

(
2
)

本

件

で
は
、
傭

船
者

が
発

行

し
た
船
荷

証
券

の
下
で
運
送

さ
れ

た
ヤ

シ
油

が
傭
船
者

に
と

っ
て
免
責
危
険

に
当

る
積
付
不
良

に
よ

つ

て
流

出
し
允
。

そ

こ
で
荷
主

砿
、

疽
接

の
契
約
欄

係

に
献
な

b
が
実

86(302)
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僚

に
不
当
積
付

を
な

し
た
船

舶
所
有
者

に
対

し

て
不
法

行
為
責
任

の

訴

を
提

起

し
た
と

こ
ろ
、
却

下

さ
れ
た
事

件
で
あ

る
。

(
3
)

た

と

え

ば
、

力

占

ア
ー

三

ク

ラ

ッ

}

な

ど

の

イ

ギ

リ

ス

の
主
要
学
説

で
あ

り
、

外
国
判
例

で
は
、

ア
メ

ー
カ
連
邦
第

五
巡

回

裁
判

所
判
決

(〉
』

9

ぎ

・・
塞

。
.

<
.

辞

昌
§

即

幻
・

七

§

や
す

ス
上

フ
ー

ア

Z
睾

。。
。
碁

邑

①
ω
の
最
高
法

院

判
決

(
孚

①
村
仲
ω
8

募

帥

奪

二

ξ

量

⇔
著

い
巳

く
。

∪
鋤
茜
騨
な

卿

9

』

ε

』

剃
。・
)

な
ど

で
あ

る
。

な
お
、

主

に
英

法

の
側

面
か
ら
海
上

運
送
人

の
履
行
補

助
者

の
問
題

を
取

り
扱

っ
た

主

要
文
献
を

二
、

三
挙
げ

る
と
、

川

又
良
也

「
英
法

に
お
け

る
運
送

契

約
上

の
免

責
約
款

と
運
送
人

の
履
行
補

助
者

の
責
任
」

法

学
論
叢

八
二
巻

二

.
三

.
四
A
口
併
量

五
四
頁
以
下
、

小
町
谷
操

三

「
荷

役

業
者
は
船
荷
証
券
上

の
免
責
約
款
を
援
用
で
き
る
か
」
損
害
保
険

研

究
三
二
巻
三
号

責

以
下
、
佐
肇

夫

「
港
湾
荷
役
業
者

の
責
任
」

松
山
商

大
論
集

一
七
竺

量

○

一
頁

以
下
、

な
ど

が
あ

る
・

(
4
)

本
件

で
は
、

船
客

の
ア
ド

ラ
夷

人

(
原
告
)

が
・

霞

。

祉

所
有

の
ヒ

了

フ
ヤ

号

に
て
巡
航
中
、

船

員

の
過
失

を
原
因

と
し

た
舷

梯

の
傾
斜

事
故

の
た

め
負

傷
し
た
。

原
告

は
乗
船
切
符

の
過
失
免

貴

約

款

に
よ

っ
て
船
主

を
訴
え

る

こ
と

が
で
き
な

か

っ
た
た

め
・

直

接

デ

ィ
ク

ソ
ン
船
長

お

よ
び
甲
板

長

に
対

し
過

失

の
不
法
行
為

を
理
由

に
求

償
し

た
。
判

決

の
結

果
、

夫
人

は
勝
訴

し
、

実
質

的

纂

船

切

符

の
免

責
約
款

は
潜
脱

さ
れ

た
。

(
5
)

本
条

は
、
船

舶
所
有
者

の
総
対
的
有

限
責

任

に
関
す

る
規
定

を
・

一
定

の
企
業
主
体
の
ほ
か
、
船
長

乗

蛋

な
ど

の
補
助

者
に
ま
で

拡
張
す
る
。
藩

は
、
拙
稿

「
イ
ポ

ス
に
お
け

る
船
主
責
任
制
限

制
度
②
」
法
霧

報
第
夫

竺

三

三

合
併
号
≡

三

頁
以
下

参

照

。

(
6
)

.、
の
点

の
イ
ず

ス
判
例

に

つ
い
て
は
、

前
註

(
3
)
霧

の
文

献

の
ほ
か
、
拙

稿

「
荷
役
馨

と
船
荷
証
券
約
款
」

海
謹

業
研
究

所
所
報

八
二
号

二
七

頁
以
下
参
照
。

(
7
)

本

件

で
は
、

ア
ず

力
海
上
物

品
運
送
法

を
叢

し
た
船

荷
証

券

の
下

に
、

ニ

ュ
ー

ヨ
易

か
ら

・
ン
ド

ン
に
向

け
て
化

学
薬

品
入

り

の

ド

.フ
ム
缶

が

運

送

さ
れ

た
。

船

主

は
前

々
か

ら

。
ン

ド

ン
港

の

荷
役
作
業

を
大

手
荷
役
業
者

に
請

負
わ
せ

て
お

り
、

本
件

の
薯

損

宝
口
は

.、
の
作
業

中

に
発
生

し
た
も

の
で
あ

る
。

荷
主
か

ら
覆

凄

を
う
け
た
荷
役
業
者

は
、

荷

役
契
約
中

の
条

項

(
覆

業
者

は
船
主

発
行

の
船
荷

証
券
約
款

と
璽

の
保

護
を

う
け

る
)

を
理
由

に
五
。

。

ド

ル
の
責
任
制
限

を
主
張

し
た

が
、

笙

、

二
審

お

よ
び
上
院

で

敗

訴
判

決
を
う
け

た
。

(
8
;

・ζ

琶

邑

塁

噛
・
う
・
鼻

噂
b
.
碧

.
=
ぎ

=
×
讐

ヵ
①
く
一ω
一。
昌

。
;

&

"
σq
・
島

巳
。
.・
即
①
藝

5
鷺

二

三

。
h

ピ
山
島
昌
即q
・
ロ
リ
①
ω
ご

・
bu
・
ピ

や

ω
合

.

(
9
)

N
§

三

8

は
、

ブ

ラ

ッ
セ

ル
議
定
書

の
解
説

の
中

で
・

も

し
荷
役
響

が
運
送
人

に
使

用
さ
れ

る
場
倉

は
船
長
お

よ
び
海
員

鋤

と
同
様

に
規
則

の
免

責

・
責

任
制
限

の
特
典

を
享
受

し
う
る

こ
と
、

(

お
よ
び

.」
の
修
正
法

が
実
現
す

れ
ば
、

・。
6
三

8
:

・

塁

昌

併

　　
惣 繍繭 輸 鰻鞭 ㌘轡鱒鞭_



判

決

の
苛

酷

な

結

果

は

確

実

か

つ
容

易

に
回

避

さ
れ

う

る

こ

と
、

を

指

摘

し

て

い

る
q

O
.》
量

N
餌
づ
三

二
〇
F

》
∋
①
口
島

ロ
αq

9

①

=
①
σq
ロ
①

胃
巳

Φ
9

〔
一
㊤
コ

〕

一
・
し口
。
ピ
.
や
・
二

・
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〔1971年 海上物品運送法 の正 文は次の通 りであ る〕

CarriageofGoodsbySeaAct1971

1971CHAPTER,19

'L

Applicationof

HagueRuleas

amended,

AnActtoamendthelawwithrespecttothecarriage

ofgoodsbysea.[8thApril1971]

BEITENACTEDbytheQueen'smostExcellent

Majesty,byandwiththeadviceandconsentof

theLordsSpiritualandTemporal
,andCommons,in

thispresentParliamentassembledandbytheauthority

ofthesame,asfollows

1.‐(1)lnthisAct,"theRuies"meansthelnter -

nationalConventionfortheunificationofcertainrules

oflawrelatingtobillsofladingsignedatBrussels

on25thAugust1924
,asamendedbytheProtocol

signedatBrusselson23rdFebruaryI968
.

(2)Thepr・visi・ns・ftheRules,asset。utinthe

ScheduletothisAct,shallhavetheforceoflaw
.

(3)Withoutprejudicetosubsection(2)above
,thesaid　　

provisionsshallhaveeffect(andhavetheforceoflaw}

コ

inrelationtoandinconnectionwiththecarriageof

goodsbyseainshipswheretheportofshipmentis

aportintheUnitedKingdom ,whetherornotthe

carriageisbetweenportsintwo

withinthemeaningofArticleXof

(4}Subjettosubsection(6)below ,
sectionshallbetakenasapplying

Rulestoanycontract

sea,unlessthecontract

providesfortheissueofabill

differentStates

theRules.

nothinginthis

anythinginthe

forthecarriageofgoodsby

expresslyorbyimplication

offadingorany

(322)1
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50fArticleN・ftheRules
and。fArticleWbis。f

theRulesaret・betaken
asequivalentt。thesu

;mSe
xpressedinfrancswhich

arementionedinsub -

paragraph(a}ofthatparagraph
,

ts)Withoutpre」udicetoArticleX(c)
oftheRules

,theR
ulesshallhavetheforceofla

winrelationto

similard・cument・ftitle
.

(5}TheSecretaryofStatemayfr
omtimetoti

_meb

yo「dermadebystatut・ryinstru
mentspecifythe

respectiveamountswhichforth
epurposesofparagraph

rrw___

2 (321)

(a)anybill・fladingifthec・
ntractc。ntainedin

orevidencedbyitexpres
slyprovidesthat

theRulesshallgovernthe
contract,and

b)anyreceiptwhichisan
on-negotiabledocument

markedassuchifthecont
ractcontainedin

orevidencedbyitisa
contractforthe

carriageofgoodsbysea
whichexpressly

Vpr
ovidesthattheRulesar

etogovernthe

contractasfthereceipt
wereabillof

.lading,b

utsubJect
・whereparagraph(b)apPli

es,t。any

necessarymodificationsandi
nparticularwiththe

-一一一・-omlss
lonlnA「ticle皿 ・ftheR

ules。fthesec。nd.

se膿 ㍑ 「aph4
andofparagraph?

asthecontractcontained・i
n。,

evidenced

graph(a)。byabil]offadingorreceiptwithinpara-'r{b)ofsubsection(6)ab
oveappliestodeck

ca「goo「1iveanimals
,theRulesasgiventhef。rce

oflawbythatsubsectionsh
allhaveeffectasifArticle

I(c)didn・texcludedeck
carg・andliveanimals

.Y

nthissubsection"deck
cargo"meanscargowhich

bythec・ntract・fcarria

geisstatedasbeingcarried

ondeckandissocarried
.



、

f

Contracting

States,etc.

Absolutewar-

rantyofsea-

worthiness

nottobeim

pliedincont-

ractstowhich

Rulesapply.

Application

ofActto

British

Possessions,

etc.

2.一 一一一(1}IfHerMajestybyOrder-inCouncilcertifies

tothefollowingeffect,thatistosay,thatforthe

purposesoftheRules-

(a}aStatespecifiedintheOrderisacontracting

State,orisacontractingStateinrespect

・
,ofanyplaceorterritorysospecified;or

-(b)anyplaceorterritoryspecifiedintheOrd
er

formspartofaStatesospecified(whether

acontractingStateornot),

theOrdershall,exceptsofarasithasbeensuperseded

byasubsequentOrder,beconclusiveevidenceofthe

matterssocertified .一

(2)AnOrderin.Councilunderthissectionmaybe

variedorrevokedbyasubsequentOrderillCouncil
.

3.Thereshallnotbeimpliedinanycontractfor

thecarriageofgoodsbyseatowhichtheRulesapply

byvirtueofthisActanyabsoluteundertakingby

thecarrierofthegoodstoprovideaseaworthyship
.

4.‐(1)HerMajestymaybyOrderinCouncildirect

thatthisActshallextend,subjecttosuchexceptions
,

adaptationsandmodificationsasmaybespecifiedin

theOrder,toalloranyofthefollowingterritories
,

thatis

(a)anycolony(nodbeingacolonyforwhoseex-

ternalrelationsacountryotherthinthe

UnitedKingdomisresponsible)
,

(b)anycountryoutsideHerMajesty'sdominions

inwhichHerMajestyhasjurisdictioninright

ofHerMajesty'sGovernment(>ftheUnited

ingdom.

②AnOrderinC・uncilunderthissecti・nmay

containsuchtransitionalandotherconsequentialand

(320)3
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incidentalprovisionsasappeartoHerM
ajestytobe

Extensionof

application

ofRulesto

carriage

fromportsin

British

possessions,

etc.

19fi7c.4.

Suppxemental.

4 (319)

expedient,includingprovisionsamendi
ngorrepealing

anylegislationaboutthecarriageof

goodsbysea

formingpartofthelawofanyofthet
erritories.

の

mentionedinparagraphs(a}and(b}above
.

(3)AnOrderinC・uncilunderthissecti。nmayb
e

variedorrevokedbyasubsequentOrderi
nCouncil.

・5
.一(1)HerMajestymaybyOrderinCouncilpro

vide

thatsection1(3}ofthisActshallhaveeff
ectasif

therefterencethereintotheUnitedKingdomi
ncluded

a「eferencet・a11・rany・fthef・11・win

gterrit。ries,

thatis

{a}theIsleofMan;

(b)anyoftheChannellslandsspecifiedinthe

Order;

(c)anyc・1・nyspeci丘edintheOrder(n。tbeinga

colonyforwhoseexternalrelationsacountry

otherthantheUnitedKingdomisresponsi
-

ble);

(d)anyass・ciatedstate(asdefinedbysecti。n

1(3)・ftheWestIndiesAct1967)speci丘ed

intheOrder;

te)anycountryspecifiedintheOrder
,beinga

countryoutsideHerMajesty'sdominionsin

whichHerMajestyhasjurisdictioninright

of .HerMajesty'sGovernmentoftheUnited

Kingdom.

(2)AnOrderinCouncilunderthissectionmaybe

variedorrevokedbyasubsequentOrderinC
ouncil.

6・ 一(1)ThisActmaybecitedastheCarriage
。f

GoodsbySeaAct1971 .

{2}ltisherebydeclaredthatthisActextendsto

NorthernIreland.



1924c.22.

1965c.57.

1889c.F3.

1968c.59.

7.894c.60.

X958c.62.

(3)Thefollowingenactmentsshallberepealed,that

lS'印

(a}theCarriageofGoodsbySeaAct1924,

(b)section12(4)(x)oftheNuclearInstallationsAct

1965,

andwithoutpre}udicetosection38(1)oftheInter-

pretationActX889,thereferencetothesaidActof

1924insection1(1)(i)(ii)oftheHovercraftAct196$

shallincludeareferencetothisAct.

(4)Itisherebydeclaredthatforthepurposesof

Article～ 咀oftheRulessection5020ftheMerchant

ShippingActI894(which,asamendedbytheMerchant

Shipping(LiabilityofShipownersandOthers)Act1958,

entirelyexemptsshipownersandothersincertain

circumstancesfromliabilityforlossof,ordamage

to,goods)isaprovisionrelatingtolimitationof

liability.

(5)ThisActsha]Icomeintoforceonsuchdayas

HerMajestymaybyOrderinCouncilappoint,and,

forthepurposesofthetransitionfromthelawin

forceirtTtnediatelybeforethedayappointedunder

thissubsectiontotheprovisionsofthisAct,theOrder

appointingthedaymayprovidethatthoseprovisions

shallhaveeffectsubjecttosuchtransitionalprovisions

asmaybecontainedintheOrder.

SCHEDULE

THEHAGuERuLEsAsAMENDEDBYTHEBRussELs

PROTOCOL1968

ARTICLEl

IntheseRulesthefollowing.wordsareemployed,

withthemeaningssetoutbelow

(a)"Carrier".,inciudes.the..ownerorthecharterer

(318)5
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whoenteエsint・ac・ntr
act・fcarriagewith

ashipper .

(b)"C・ntract・fcarriage"apPli
es。nlyt。c。...ntract;s

羅難 灘l
similardocumentasafores

aidissuedunderor

pursuanttoacharterpartyfro
mthemoment

atwhichsuchbillofladi
ngorsimilardocu

-

mentoftitleregulatesth
erelationsbetween

acarrierandaholder
ofthesame

.(
c)"G・ ・ds"includ

esg・ ・ds,wares
,merchandise

,

1離 蹴1。kindwhatsoeverexcewhi
chbythecontra:l

ofca「 「iageisstatedasb
eingcarried。ndeck

andissocarried
.

(d)"Ship

ofg二meansanyvesselusedfodsbysea
.・rthecarriage

fie)"Carriageofgoods"c
overstheperiodfromrh

o
timewhenthegoodsa

reloaded

timetheyaredischarg
edfromthe・ntship∵he

ARTICLE皿

Subjecttotheprovisi
onsofArti

such

subjectt・theresp・nsibiliti
esandliabilities

,andtoth
erights .andimmunitiesher

einafter'setfordL」th
.

contractofcarriage
ofgoodsby

relationtotheloadin
g,handling,

custody,careanddischa
rgeof

cleW,underevery

seathecarrier
,in

stowage,carriage
,

goods,shallbe

entitled

1「
' 、、'!

5×31?)

ARTIcエE皿

1・.The ,:carriershall .beboundbefor
e andatthe

一　 r…一・… 一 ∵



SCH.

beginningofthevoyagetoexerciseduediligenceto

(a}Maketheshipseaworthy.

(b}.Properlyman,equipandsupplytheship.

(c}Maketheholds,refrigeratingandcoolcham-

hers,andallotherpartsoftheshipinwhich

goodsarecarried,fitandsafefortheir

reception,carriageandpreservation.

2.SubjecttotheprovisionsofArticleIV,thecarrier

shallproperly-andcarefullyToad,handle,stow,carry,

keep,carefor,anddischarge'sthegoodscarried.

3.After'receivingthegoodsintohischargethe

carrierorthemasteroragentofthecarriershall,on

demandoftheshipper,issuetotheshipperabillof

adingshowingamongotherthings

(a)Theleadingmarksnecessaryforidenti丘cation

・ofthegoodsasthesamearefurnishedin

writingbytheshipperbe#oretheloading

ofsuchgoodsstarts,providedsuchmarksare

stampedorotherwiseshownclearlyuponthe

goodsifuncovered,oronthecasesorcover-

ingsanwhichsuchgoodsarecontained,in

suchamannerasshouldordinarilyremain

legibleuntiltheendofthevoyage .

(b}Eitherthenumberofpackagesorpieces,or.

thequantity,orweight,asthecasemaybe,

asfurnishedinwritingbytheshipper .

(c)Theapparentorderandconditionofthegoods .

Providedthatnocarrier,masteroragentofthe

carriershallbeboundtostateorshowinthebillof

ladinganymarks,number,quantity,orweightwhich

hehasreasonablegroundforsuspectingnotaccurately

:tOrepre§ さ血tモhegoodsactuallyreceived
,orwhichhe

(316)7
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餓h瓢r蹴 塩蹴 畿 霊暗l
ieevidence

糠蕪羅
嘉欝蹴蕊
carrieragainst

orresultingfr,。 畿
u撫!器 翫 雛

離隷灘鱗羅轍蹴

灘輪鷺
雛 ぷ謙 雛魏a器 蟹
carrierofthegoodsasd

escribedinthebillofladi
n+.Th

enoticeinwritingneed
notbeg

stateofthenodsgiveniftheghas
,atthetimeoftheirrec

eipt,b
eenthesubjectofjoint

surveyorinspection
.

灘 欝鞠黙
b「oughtwithin・neyear・fth

eirdelivery。r。fthe

datewhentheysh・uldhave・b

eendelivered
,ThiS(

315}

こ聴 野r一 守…一 腎_職 .鳩_.、
"こ"こ・驚 鷺"'瀞 　 ・・鞘一

・… 瑚 破 一_
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SCH.

'

periodmay,however,beextendedifthepartiesso

agreeafterthecauseofactionhasarisen .

Inthecaseofanyactualorapprehendedlossor

damagethecarrierandthereceivershallgiveall

reasonablefacilitiestoeachotherforinspectingand

tallyingthegoods.

6bis.Anactionforindemnityagainstathirdperson

maybebroughtevenaftertheexpirationoftheyear

providedforintheprecedingparagraphifbrought

withinthetimeallowedbythelawoftheCourt

seizedofthecase.However ,thetimeallowedshad

benotlessthanthreemonths ,commencingfromthe
daywhenthepersonbringingsuchactionforindem -

nityhassettledtheclaimorhasbeenservedwith

processintheactionagainsthimself,

7:Afterthegoodsareloadedthebillofladingto

beissuedbythecarrier,master ,oragentofthe
carrier,totheshippershall ,iftheshippersodemands,

bea"shipped"billoflading,providedthatifthe

shippershallhavepreviouslytaken .upanydocument

oftaletosuchgoods,heshallsurrenderthesameas

againsttheissueofthe"shipped"billoflading ,but
attheoptionofthecarriersuchdocumentoftitle

maybenotedattheportofshipmentbythecarrier
,

master,oragentwiththenameornamesoftheship

orshipsuponwhichthegoodshavebeenshippedand

thedateordatesofshipment ,andwhensonoted,

ifitshowstheparticularsmentionedinparagraph3

0fArticleLshallforthepurposeofthisarticlebe

deemedtoconstitutea"shipped"billoflading .

8.Anyclause,covenant ,oragreementinacontract

ofcarriagerelievingthecarrierortheshipfrom

liabiiityforTossordamageto ,orinconnectionwith,
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goodsarisingfromnegligence
,fault,orfailureinthe

dutiesand・bligati・nspr・videdin ・thisarticle
。rles.

senrngsuch'liabilityotherwisethan
asprovidedin

theseRules,shallbenullandvoid
andofnoeffect

.Ab

enefitofinsuranceinfavourofthe
carrieror

similarclauseshallbedeemedtob
eaclauserelieving

・1thie
carrierfromliability

.

ARTICLEN

1・Neitherthecarrier .n・rthe'shipshallbeliable

forTossordamage .arisingorresultin
,gfromunsea-

wo「thinessunlesscausedbywa
nt・fduediligence。n

thepartofthecarriertomaketh
eshipseaworthy

,
an『tos㏄urethattheshipis

pr・perlymanned,
equippedandsupplied

,andt・maketheh。1ds
,refri.

ge「atingandc。 ・1chambersandal1・ther

parts。f

the.shipinwhichgoodsarecarri
edfitandsafefor

theirreception
,carriageandpreservationinaccord

ancew'ththepr・visi。ns・fpara

graph1。fArticle

皿 ・WheneVerr・ss・rdamagehasr
esultedfr。mun.

seaworthinesstheburdenofprovin

gtheexerciseof

duediligenceshallbeonthecarri
erorotherperson

claimingexemptionunderthisarti
cle.

2.Neitherthecarriernortheshi

pshallberespon-

slblef・r1・ss・rdamagearising
・rresuユtingfr。m

(a>Act,neglect・ ・rdefault・fthemaster
.mariner,

fib)Fire,unlesscausedbythe

'l

privityofthecarrier
.・ 一一・

(c)Perils,dangersandaCcidents。f

,othernavigablewaters
.

(d)ActofGod .

pilot,ortheservantsofthecarrierinthe

navigationorinthemanagementofth
eship.

actualfaultor

thesea or

IO(313)
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〈e)Actofwar.

{f)Actofpublicenemies.

fig)Arrestorrestraintofprinces,rulersorpeople,

orseizureunderlegalprocess .

〈h)Quarantinerestrictions.

〈i)Actoromissionoftheshipper.orownerofthe

goods,hisagentorrepresentative.

〈j)StrikesorlockoutsorstoPPageorrestraintof

labourfromwhatevercause,whetherpartial

orgenera.

{k)Riotsandcivilcommotions.

{1)Savingorattemptingtosavelifeorproperty

atsea.

⑩Wastageinbulkorweightoranyotherloss

ordamagearisingfrominherentdefect
,

qualityorviceofthegoods.

(n)1皿sufficiencyofpacking.

(o)Insufficiencyorinadequacyofmarks.

gyp)Latentdefectsnotdiscoverablebyduedili-

'

Bence.

(q)Anyothercausearisingwithouttheactual

faultorprivityofthecarrier ,orwithout

thefaultorneglectoftheagentsorservants

ofthecarrier,buttheburdenofproofshall

beonthepersonclaimingthebenefitofthis

exceptiontoshowthatneithertheactual

faultorprivityofthecarriernorthefault

orneglectoftheagentsorservantsofthe

carriercontributedtothelossordamage .

3.Theshippershallnotberesponsibleforlossor

damagesustainedbythecarrierortheshiparising

flrresultingfromanycausewithouttheact,faultor

neglectoftheshipper,hisagentsorhisservants .

(312)11
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4.Anydeviationinsavingoratt
emptingtosave

wif

eorpropertyatseaoranyreas
onabledeviation

shallnotbedeemedtobeaninfrz
ngementorbreach

oftheseRules・r・fthec・ntract
・fcarriage

,andth

ecarriershallnotbeliableforan

ylossordamage

resultingtherefrom.

5.(a}Unlessthenatureandval
ueofsuchgoods

havebeendeclaredbytheshipperb
eforeshipment

andinsertedinthebilloffadin

g,neitherthecarrier

northeshipshallinanyeventb
eorbecomeliable

foranylossordamagetoorinconnectionwiththe

goodsinanamountexceeding .theequivalentof10
,000f

rancsperpackageorunitor3dfr
ancsperkiloof

9「ossweight・ftheg・ ・dsl・st・rdamaged
,whichever

SCH.

isthehigher.

fib)Thetotalamountrecoverableshallb
ecalculatecl

byreferencetothevalueofsuch

goodsattheplace

andtimeatwhichthegoodsaredis
chargedfromthe

shipinaccordancewiththecont
ractorshouldhave

beensodischarged .

Thevalue・ftheg・ ・dsshallbe丘x
edacc。rdingt。

thecommodityexchangepace
,or,i#therebenosuch .

pace,accordingtothecurrentmarketpric
e,or,if.

therebenocommodityexchangeprice
orcurrent .

marketprice,byreferencetothen
ormalvalueof

goodsofthesamekindandquality
.

(c)Whereac・ntainer,pallet。rsimilararti
cle。f

transportisusedtoconsolidategoods
,thenumberof

packages・runitsenumeratedinthebi11・fladin

gaS

packedinsucharticleoftransportshallbede
emed

thenumberofpackagesorunitsf
orthepurposeof

thisparagraphasfarasthesepa
ckagesorunitsare

concerned.Exceptasaforesaidsucharti
cleoftrans一

12(311}
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portshallbeconsideredthepackageorunit.

(d)Afrancmeansaunitconsistingof65.5milli-

grammesofgoldofmillesimalfineness900.Thedate

ofconversionofthesumawardedintonationalcur-

renciesshallbegovernedbythelawoftheCourt

seizedofthecase.

fie}Neitherthecarriernortheshipshallbeentitled

tothebenefitofthelimitationofliabilityprovided

forinthisparagraphifitisprovedthatthedamage

resultedfromanactoromissiomofthecarrierdone

withintenttocausedamage
,orrecklessiyandwith

knowledgethatdamagewouldprobablyresult
.

(f)Thedeclarati・nmenti・nedinsub-paragraph(a>

ofthisparagraph,ifembodiedinthebilloflading
,

shallbeprimafacieevidence
,butshallnotbebinding

orconciusiveonthecarrier .

(9)Byagreementbetweenthecarrier,masteror

agentofthecarrierandtheshipperothermaximum

amountsthanthosementionedinsub・paragraph(a)

ofthisparagraphmaybe丘xed,providedthatno・

maxlmunamountsofixedshallbelessthantheappro -

　 　

priatemaximummentionedinthatsub-paragraph .

{h)Neitherthecarriernortheshipshallberespon-

Bibleinanyeventfordossordamageto ,orincon-
nectionwith,goodsifthenatureorvaluethereofhas

beenknowinglymisstatedbytheshipperinthebill

ofLading.

6.Goodsofaninfiammable,explosiveordangerous .

naturetotheshipmentwhereo#thecarrier ,master

oragentofthecarrierhasnotconsentedwithknow-

Ledgeoftheirnatureandcharacter ,may .atany

timebeforedischargebelandedatanyplace ,or

destroyedorrenderedinnocuousbythecarrierwith -

(310)13
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outcompensationandtheshipperofsu
chgoodsshall

beiiableforalldamagesandexpensesdir
ectlyor

indirectlyarisingoutoforresultingfro
msuchship一

ment.Ifanysuchgoodsshippedwithsuch

andconsentshallbecomeadangertothe

cargo,theymayinlikemannerbelanded

place,ordestroyedorrenderedinnocuous

carrierwithoutliabilityonthepart
ofthe

excepttogeneralaverage
,ifany.

knowledge

shipor

atany

bythe

carrier

SCH.

byacontractofcarriagewhetherth
e

foundedincontractorintort .
2.lfsuchanactionisbroughta

gainstaservant
oragentofthecarriersuchservant

oragentnot
beinganindependentcontractor)

,such

ARTFCLEIVBIs

1.Thedefencesandlimitsofliability
providedfor

intheseRulesshawlapplyinanyactio
nagainstthe

carrierlnrespectofdossordamagetogo
odscovered

a'.
actzonbe

servantor

agentshallbeentitledtoavailhimselfofth
edefences

andlimitsofliabilitywhichthecarrieri
sentitledto

invokeundertheseRues .

3.Theaggregateoftheamountsre
coverablefrom

thecarrier,andsuchservantsand
agents,shallinno

caseexceedthelimitprovidedforinth
eseRules .

4.Nevertheless,aservantoragentofth
ecarrier

shallnotbe .entitledtoavailhimselfofthe
provisions

ofthisarticle,ifitisprovedthatthedam
ageresulted

fromanactoromissionoftheservant
oragentdone

withintenttocausedamageorre
cklesslyandwith

knowledgethatdamagewouldprobablyr
esult.

ARTICLEV

14{309)
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Acarriershallbeatlibertytosurrenderinwhole

orinpartalloranyofhisrightsandimmunitiesor

toincreaseanyofhisresponsibilitiesandobligations

undertheseRules,providedsuchsurrenderorincrease

shallbeembodiedinthebilloff'ladingissuedtothe

shipper.TheprovisionsoftheseRulesshallnotbe

applicabletocharterparties,butifbillsofladingare

issuedlnthecaseofashipunder

theyshallcomplywiththeterms

NothingintheseRulesshallbeheld

insertioninabillofladingofany

regardinggeneralaverage.

acharterparty

oftheseRules.

topreventthe

lawfulprovision

ARTICLEVI

Notwithstandingtheprovisionsofthepreceding

articles,acarrier,masteroragentofthecarrier

andashippershahinregardtoanyparticulargoods

beatlibertytoenterintoanyagreementinany

termsastotheresponsibilityandliabilityofthe

carrierforsuchgoods,andastotherightsand

immunitiesofthecarrierinrespectofsuchgoods ,

orhisobligationastoseaworthiness,sofarasthis

stipulationisnotcontrarytopublicpolicy,orthe

careordiligenceofhisservantsoragentsinregard

totheloading,handling,stowage,carriage ,custody,

careanddischargeofthegoodscarriedbysea ,

providedthatinthiscasenobillofladinghasbeen

orshallbeissuedandthatthetermsagreedshallbe

embodiedinareceiptwhichshallbeanon-negotiable

documentandshallbemarkedassuch .

Anyagreementsoenteredintoshallhavefulllegal

effect.

Providedthatthisarticleshallnotapplytoordinary

(308}15
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commercialshipmentsmadeinthe
ordinarycourse

oftrade,butonlytoothership
mentswhere .the

cha「acter・rc・nditi・n・fthepr・p
ertyt。becarried

orthecircumstances
,termsandconditionsunderwhich

thecarriageistobeperformedaresuch
asreasonably

tojustifyaspeciaユagreement
.

ARTICLE租

Nothinghereincontainedshalipreve
ntacarrieror

ashipperfromenteringintoany
agreement,stipula-

ai
on,condition

,reservationorexemptionastothe

responsibilityandLiabilityofthe
carrierortheship

tyf
o「thel・ss・rdamaget・

,・rinc・nnecti。nwith
,the

custodyandcareandhandling
ofgoodspriortothe

loadingon
,andsubsequenttothedischarge

.from,the

shiponwhichthegoodsare
carriedbysea .

ARTICLEV .Q[

TheprovisionsoftheseRul
esshallnotaffectthe

rightsandobligationsofth
ecarrierunderanystatute

forthetimebeinginforce
relatingtothelimitation

oftheliability・f・wners。f
sea.9。ingvessels

.

ARTICLEIX

TheseRulesshallnotaffectth
eprovisionsof -any

-一...一 一int
ernationalConventionornation

allawr
r・..,.governingIiabilit

yfornucleardamage
,

16(307)

ARTrcLEx
TheprovisionsoftheseRulessh

allapplyto
billofladingrelatingtothecarri

portsintwodifferentStatesif

{a}thebillofladingisissued

every

carriageofgoodsbetween

1nacOntracting

塾 融融師 叫耽聴1黙蹴 堕窄禦・_刷_ .__惣 蹴 躍嚇 嘱_



State,or

fib)thecarriageisfromaportinacontracting

State,or

(c}thecontractcontainedinorevidencedbythe

billofladingprovidesthattheseRulesor

ユegislationofanyStategivingeffecttothem

aretogovernthecontract,

whatevermaybethenationalityoftheship,the

carrier,theshipper,theconsignee,oranyother

interestedperson.

CThelasttwvparagraphsofthisarticlearenot

reproduced,TheyrequirecontractingStatestoapply

theRulestobillsofladingmentionedinthearticle

andauthorisetheyntoapplytheRulestoother

ろ〃1sのFlading.]

[Articlesllto160fthelnternationalConven-

tion/ortheunificationのr`eアta2n物1召sげ1伽

relatingto∂ 〃s(ゾ1α4ゴ π95∫9π θ4atBrusselson

25thAugust1924arenotreproduced.Theydeal

withthecomingintoforceoftheConvention,pro-

cedureforratification
,accessionanddenunciation,

andtherighttocallforafreshconferenceto

consideramendmentstotheRulescontainedin

theConvention1
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